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令和５年度第５回選挙管理委員会 会次第

                                 令和５年７月５日(水)

                          午後４時～

１．付議事項について

(1) 公職選挙法第２８条第２号及び３号の規定による選挙人名簿から抹消した者について

① 第２号該当（本市を転出後、４箇月を経過した者）

  抹消対象者  令和 5 年 2 月 1 日から令和 5 年 2月 28 日までの表示者（転出者）

  抹消対象期間 令和 5 年 6 月 2 日から令和 5 年 7 月 1 日まで

    抹消対象者数 男 ５０２人   女 ４２２人   合計 ９２４人

② 第３号該当（在外選挙人名簿への登録の移転）

      抹消対象者  男 1 人（メキシコ合衆国へ転出）

(2) 公職選挙法第３０条の６の規定による在外選挙人名簿への登録及び同法第３０条の１１の規定に

よる在外選挙人名簿から抹消した者について

   公職選挙法第３０条の５第１項に基づく申請による有資格者 男１人（メキシコ合衆国１人）を登

録します。

また、公職選挙法第３０条の１１の規定により、国内の市町村（鹿児島市２人）において新しく住

民票が作成されてから４箇月を経過した者２人（女２）を抹消します。

       前回までの登録者   ２５６人

       今回の新規登録者    １人

       今回の抹 消 者   △ ２人

          登録者総数   ２５５人

(3) 議員の辞職について

   公職選挙法第１１１条第１項第３号の規定に基づき、市議会議長から議員が辞職した旨の通知が

ありました。

なお、同法第１１２条第５項及び第１１３条第１項第６号の規定により、この欠員に伴う繰上補充

及び補欠選挙はありません。

  辞職した議員  小森 のぶたか

  辞職の年月日  令和５年６月９日
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(4) その他

① 全国市区選挙管理委員会連合会表彰について

  表彰規程第１条第２項（７年以上選挙管理委員の職に在る者）

  上林房 一正 委員

  山野 眞理 委員

② 鹿児島県各市選挙管理委員会連合会総会について

   県各市選管連合会総会（開催市：姶良市）については、関係市の宿泊先の準備や県民投票の条例

制定に向けた署名内容確認作業見込みなどの不確定要素が懸念されることを鑑み、開催市と協議

した結果、今年度は書面開催といたします

   

③ 若者と政治や選挙を語る会について

   日 時  令和５年８月９日（水） １０時００分～１１時３０分

   場 所  鹿児島市中央公民館 第１中会議室（地下１階）

   参加者  選挙管理委員、鹿児島市明るい選挙推進協議会委員、

選挙コンシェルジュ鹿児島他学生

   ※都合がつく委員の出席をお願いします。

  

④ １０月４日（水）開催予定の選挙管理委員会の日程変更について

全選連理事会・研修会（富山市／１０月５～６日）への出会にあたりまして、交通機関の関係

から１０月４日（水）に現地入りする必要があることから、日程変更をお願いするものです。

          【変更後】１０月  日（  ）

⑤ 県民投票条例制定直接請求に係る主な流れについて

別紙資料参照


